
〔 記 入 例 〕

（甲）

様式３

※ 教科・１次番号・電算番号欄の記入は要しない。

履歴事項については、人事異動通知書等の記載に基づき正確に記入すること。

採用種別については本採用、臨時的任用等の別について、社保については社会保険加入の有無について記入すること。

任期は令和２年１１月２４日（被補助者の産前、

R 2.5.13 さいたま市公立学校教員に臨時的に任用する さいたま市教委 臨時的任用 有

任期は令和２年３月３１日までとする

R 1.10.10 臨時的任用を更新する さいたま市教委 臨時的任用 有

さいたま市立与野中学校教諭に補する

１９号給を給する

職務の級を教育職（２）２級に決定する

任期は平成３１年１０月９日までとする

H 31.4.10 さいたま市公立学校教員に臨時的に任用する さいたま市教委 臨時的任用 有

H 31.4.5 さいたま市立与野中学校　非常勤講師（時給） さいたま市教委 非常勤 無

H 31.4.1 在家庭

H 31.3.31 同社退社

H 28.5.1 ○○株式会社 本採用 有

H 28.4.1 在家庭

校合証印 年 月 日 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 発 令 庁 採用種別 社保

種　　類 年　月　日 種　　類

平 28.3.31 中１（国語） 令 6.3.31 小１

Ｓ大学（通信） Ｋ学部Ｓ学科 令和  ４ 年 ４ 月　～　 令和  ６ 年　３ 月 ２ カ年卒・修・退

資　　　　　格　　　　　並　　　　　び　　　　　に　　　　　試　　　　　験　　　　　関　　　　　係

年　月　日 種　　類 年　月　日 種　　類 年　月　日

Ｂ予備校又は在家庭（自
宅浪人の場合）

 〃 ２３ 年 ４ 月　～　 〃  ２４ 年　３ 月 １ カ年卒・修・退

Ｕ大学 Ｂ学部Ｇ学科  〃 ２４ 年 ４ 月　～　 〃  ２８ 年　３ 月 ４ カ年卒・修・退

さいたま市立大宮中学校  〃 １７ 年 ４ 月　～　 〃  ２０ 年　３ 月 ３ カ年卒・修・退

埼玉県立Ａ高等学校 普 通 科  〃 ２０ 年 ４ 月　～　 〃  ２３ 年　３ 月 ３ カ年卒・修・退

学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴

学　　　校　　　名 学 部 科 名 修　　　　学　　　　期　　　　間 卒業・修了・中退

与野市立与野小学校 　 平成１１ 年 ４ 月　～　平成 １７ 年　３ 月 ６ カ年卒・修・退

氏　　名 彩 玉　一 郎 男　　　女 昭和 ・ 平成　３　年　１２　月　１０　日

現 住 所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 電話番号 ０４８ － ８２９ － １６５３

0 0 0

ふ り が な さ い た ま　　い ち ろ う 性　　　別 生　　　　年　　　　月　　　　日

履 歴 書

教科 １次番号 電算番号 7 0 0 0

電算番号がある
場合は記入する

家事・家業の手伝いや職に
就いていない場合『在家庭』
と表記する

戸籍に従い、正しい
漢字で記入する

人事異動通知書の
文言をそのまま記入
すること

卒業、在学当時の学校名を記入する

６．３．３１取得見込は
記入

(見込)

(見込)



※ 履歴事項については、人事異動通知書等の記載に基づき正確に記入すること。

採用種別については本採用、臨時的任用等の別について、社保については社会保険加入の有無について記入すること。

さいたま市立さいたま中学校教諭に補する

３０号給を給する

職務の級を教育職（２）２級に決定する

任期は令和５年１０月３１日までとする

R 5.5.1 さいたま市公立学校教員に臨時的に任用する さいたま市教委 臨時的任用 有

R 5.4.1 在家庭

さいたま市立さいたま中学校教諭に補する

２８号給を給する

職務の級を教育職（２）２級に決定する

任期は令和５年３月３１日までとする

R 4.11.1 さいたま市公立学校教員に臨時的に任用する さいたま市教委 臨時的任用 有

R 4.10.30 在家庭

任期　令和４年１０月３日～令和４年１０月２９日

R 4.10.3 さいたま市立大宮中学校　非常勤講師（時給） さいたま市教委 会計年度任用 無

R 3.4.1 在家庭

さいたま市立埼玉中学校教諭に補する

２３号給を給する

職務の級を教育職（２）２級に決定する

任期は令和３年３月３１日までとする

R 2.11.30 さいたま市公立学校教員に臨時的に任用する さいたま市教委 臨時的任用 有

令和2年11月29日

R 2.9.24 訂正後の産前、産後等の休暇の終了日

さいたま市立埼玉中学校教諭に補する

２３号給を給する

職務の級を教育職（２）２級に決定する

休暇の終了日まで任期を延長する

同日に引き続き加算休暇を承認した場合は当該加算

の終了日）までとする

産後等の休暇の終了日を訂正した場合は当該訂正後

校合証印 年 月 日 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 発 令 庁 採用種別 社保

産代の任期終了日の
訂正を忘れないこと


